
個人のお客さまへ

2024 年以降の

新しいＮＩＳＡ制度の概要

　NISA は、制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠・非課税保有限度額の拡大
などの制度改正がおこなわれました。
2024 年から始まる新しい NISA では、買い付けた上場株式等を非課税かつ無期限で保有でき、
従来の NISA よりも多くの金額の取引が可能なため、生涯における柔軟な資産形成が可能です。
　新しい NISA をご利用の際には、以下の点にご注意いただきますようお願い申しあげます。

重要

ポイント①： 成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能 （同一金融機関内）

1 つのＮＩＳＡ口座で 2 つの投資枠を利用することができます。

ポイント②： 年間投資上限額と非課税保有限度額 （総枠） の引き上げ

年間投資上限額は、成長投資枠 240 万円、つみたて投資枠 120 万円となります。
また、非課税保有限度額 ( 総枠 ) は 1,800 万円 ( 成長投資枠は 1,200 万円まで ) に設定。
※ＮＩＳＡ口座で保有する上場株式・株式投資信託等を売却した場合は、その分（取得価格）
   の非課税保有額が翌年以降に再利用できます。

ポイント③： 非課税保有期間の無期限化

　保有期間が無期限化されたことで、これまでよりも長期的な投資が可能。

※令和 5 年度税制改正において、NISA 制度は 2024 年 1 月から上記の新しい NISA 制度へと抜本的拡充・恒久化される
　こととなりました。
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●NISA 口座で買い付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を
　受け取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。



check 新しいＮＩＳＡ制度の口座開設

既に旧制度の NISA 口座（一般 NISA 口座・つみたて NISA 口座）が開設されているお客さまは、
NISA 口座を利用している金融機関等において、2024 年 1 月に新しい NISA 口座が自動的に開設されます。

※

※2023 年 12 月末時点で NISA 口座を利用している金融機関等

既存口座
旧NISA

2023年 2024年

新しいNISA

※2024年1月1日時点で18歳であるお客さまのジュニアNISA口座を含みます。

特段のお手続は
不要です

自動
開設

旧ＮＩＳＡの取扱いについてcheck

　2024 年以前の NISA 口座では、2024 年 1 月から新規の買付けはできなくなりますが、非課税保有期間が
満了するまでの間は、旧制度の NISA 口座のまま保有することができるため、その間は配当等や譲渡益が非
課税となります。
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購入した年から20年間は非課税
購入した年から５年間は非課税
2024年以降、現行のつみたてNISA・一般NISAでの新規買付や、
一般NISA・ジュニアNISAからのロールオーバーは不可

新しいNISA つみたて投資枠
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注意

・旧制度の NISA 口座で保有する上場株式等は、非課税保有期間が満了すると課税口座
  （特定口座または一般口座）に払い出されます。
・旧制度の一般 NISA で非課税保有期間が満了した場合やジュニア NISA 利用者が成人
  を迎えた場合など、翌年分の非課税管理勘定にロールオーバーすることができました
  が、一般 NISA・ジュニア NISA から新しい NISA へのロールオーバーはできません。
・非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となり、
  譲渡時には取得価額をもとに利益に対して課税（損益通算等が可能です）。

本リーフレットは 2023 年 12 月時点の法令をもとに作成しており、内容については将来の法令改正等により変更となる場合がございます。
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